
 

【補助対象団体】 愛知県内を活動の中心としている民間国際交流団体及び国際交流活動

に取り組んでいる民間非営利団体（実行委員会を含む） 

【補助対象事業】 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までに愛知県内で実

施される国際交流事業及び多文化共生社会の実現に資する事業 

        （（詳しくは裏面をご覧ください）） 

【補 助 金 額】  補助対象経費の２分の１以内で、１０万円を上限とします。ただし、

        事業の内容や全体の申請件数などの事由により、減額あるいは補助でき

        ない場合があります。 

【補助対象経費】 補助対象経費は、総事業費から以下の経費等を除いて算出します。 

       ★ 海外渡航費用、飲食代、個人の所有物となりうる物品の購入費、団体

        の運営経費、他団体・個人への寄付金等 

★ 国や愛知県以外の地方公共団体等から交付を受けた補助金等相当額 

【申請受付期間】 平成２４年２月１日（水）から２月２９日（水）まで 

＜申請書必着＞ 

公益財団法人愛知県国際交流協会 交流共生課交流担当 
住 所 ： 〒４６０－０００１ 

          名古屋市中区三の丸２－６－１ 愛知県三の丸庁舎内 

電 話 ： ０５２－９６１－７９０４（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ ： ０５２－９６１－８０４５ 

Ｅメール ： koryu@aia.pref.aichi.jp 

開館時間 ： 月～土 １０：００～１８：００（金曜日は２０：３０まで） 

申請書ダウンロード：http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/j/jigyo/hojokin.html

申請及び 

問合せ先  

 

公益財団法人愛知県国際交流協会では、県内の国際交流・国際理解・多文化共

生の推進に寄与する事業に対して補助を行います。 

≪申請 対 象 の変 更 について≫ 

※平成 ２２年 度 より、同 一 団 体 の連 続 申 請 は不 可 となります。 

→前年 度 （平成 ２３年 度 ）に、当 補 助 金 の交 付 を受 けた団 体 は、 

申 請 できません。ご注 意 ください！！ 



 
                愛知県内で実施される以下のような事業が対象となります。 

★ 地域住民と外国人との交流事業 
★ 講演会、シンポジウム、外国文化理解講座など地域住民の国際理解 

推進のための普及啓発事業 
★ 在住外国人に対する支援等、多文化共生社会の実現に資する事業 

 
               以下のような事業は補助の対象となりません。 

★ 前年度に当補助金の交付を受けた団体または事業 

（同一団体または同一事業は、２年連続の補助を受けることはでき 

 ません。） 

★ 単なる公演、鑑賞等を目的として行う事業 

           ★ 愛知県又は愛知県関係団体から補助金等が交付される事業 
           （公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金を含む） 
           ★ 総事業費がおおむね２００万円を超える事業 
           ★ 団体の会員等、特定の参加者を対象とした事業 
           ★ 営利を目的とした事業 など 
 

※ 当補助金は年３回募集しており、今回は１回目の募集です。 
※ 同一団体への補助は、同一年度につき１事業のみです。 
 

 
回数 募集時期 補助対象となる事業の実施時期 

第１回 ２月 平成２４年 ４月 ～ 平成２５年３月 

第２回 ６月 平成２４年 ８月 ～ 平成２５年３月 

第３回 １０月 平成２４年１２月 ～ 平成２５年３月 

所定の申請書に、事業計画書、収支予算書、開催要項、案内チラシ、 
          団体の概要が分かる資料（規約・会則、役員名簿、団体の前年度収支 
          決算書等）など必要な資料を添付して、平成２４年２月２９日（水） 
          必着で申請してください。 
           補助の可否及び補助決定額については、審査委員会により決定し、 

３月末に書面で通知する予定です。 
※申請様式は、当協会のホームページからダウンロードすることができます。

⇒ http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/j/jigyo/hojokin.html 

     事業完了後１ヶ月以内に実績報告書を提出してください。所定の審査 
を経た後、補助金を交付します。 

なお、事業内容及び補助対象経費が当初の予定から変更になった場合 
          は、補助決定額を減額することもあります。 

          ◆ 事業を実施する際は、チラシ、看板等に当協会の補助事業である旨 

           を表記してください。 

          ◆ 交付決定後に事業内容を変更する場合は、事業実施前に「補助金変

更等承認申請書」を必ず提出してください。変更の内容によっては補

助金を交付できない可能性もあります。 

◆ 実績報告書提出後、事業実施状況及び決算状況について調査させて 

           いただくことがあります。 

※当協会の都合により、本事業が中止になる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 
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